
�愛媛県条例第２６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定

に基づく処分により、愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正

する条例を次のように公布する。

平成１６年３月３１日
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愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例

愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）の

一部を次のように改正する。

目次中「第１０款 狩猟者登録税（第５２条―第５６条）」を「

第１０款 削除」に、「第３款 入猟税（第６１条―第６４条）」

を「第３款 狩猟税（第６１条―第６４条の２）」に改める。

第３条第１号中「狩猟者登録税」を削り、同条第２号中「

入猟税」を「狩猟税」に改める。

第４条第１項中第９号を削り、第１０号を第９号とし、第１１

号を第１０号とし、同項第１２号中「）の事務所又は事業所の所

在地」の下に「、法第７００条の４の２第２項の場合において

は軽油の製造が行われた場所」を加え、同号を同項第１１号と

し、同項第１３号中「入猟税」を「狩猟税」に改め、同号を同

項第１２号とし、同条第２項中「第１１号」を「第１０号」に改め

る。

第１７条の７中「第３７条の１０第２項に規定する証券業者」を

「第３７条の１１の３第３項第１号に規定する証券業者等」に改

める。

第１９条第２項中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都

市再生機構」に改める。

第１９条の６中「若しくは第７項」を「、第７項若しくは第

１１項」に改める。

第４６条の２第１項第１号中「、当該身体障害者若しくは精

神障害者（以下「身体障害者等」という。）」を「若しくは

精神障害者（以下「身体障害者等」という。）、当該身体障

害者等」に改める。

第２章第１節第１０款を次のように改める。

第１０款 削除

第５２条から第５６条まで 削除

第５９条の７第３号中「身体障害者、」を「身体障害者等、

」に改める。

第６０条第４項中「混和の」を「製造の」に改める。

第６０条の２の次に次の１条を加える。

（軽油引取税の補完的納税義務）

第６０条の２の２ 法第７００条の２２の２第１項第１号又は第２

号の規定に違反して知事の承認を受けないで製造された軽

油について、法第７００条の４の２第１項に規定する納税義

務者が特定できないとき又はその所在が明らかでないとき

は、当該軽油の製造を行つた者又は当該軽油の製造の用に

供した施設若しくは設備を所有する者で令で定めるものは

、当該納税義務者と連帯して当該軽油引取税に係る徴収金

を納付する義務を負う。

「第３款 入猟税」を「第３款 狩猟税」に改める。

第６１条（見出しを含む。）中「入猟税」を「狩猟税」に改

める。

第６２条を次のように改める。

（狩猟税の税率）

第６２条 狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者に対し、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。

� 網・わな猟免許又は第１種銃猟免許に係る狩猟者の登

録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの １登録に

つき １６，５００円

� 網・わな猟免許又は第１種銃猟免許に係る狩猟者の登

録を受ける者で、当該年度の都道府県民税の所得割額を

納付することを要しないもののうち、法第２３条第１項第

７号に規定する控除対象配偶者又は同項第８号に規定す

る扶養親族に該当する者（農業、水産業又は林業に従事

している者を除く。）以外の者 １登録につき １１，０００

円

� 第２種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 １登

録につき ５，５００円

２ 狩猟者の登録が次の各号に掲げる登録のいずれかに該当

する場合における当該狩猟者の登録に係る狩猟税の税率は

、前項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に当該各

号に定める割合を乗じた税率とする。

� 放鳥獣猟区（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法

律（平成１４年法律第８８号）第６８条第２項第４号に規定す

る放鳥獣猟区をいう。次号において同じ。）のみに係る

狩猟者の登録 ４分の１

� 前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟

区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録 ４分

の３

第６３条（見出しを含む。）中「入猟税」を「狩猟税」に改

める。

第６４条を次のように改める。

（狩猟税の徴収の方法等）

第６４条 狩猟税の徴収は、証紙徴収の方法による。
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２ 狩猟税の納税者は、第７６条の規定によつて提出する申告

書に県が発行する証紙をはつて狩猟税を納付しなければな

らない。ただし、知事が必要と認めたときは、徴収すべき

税額に相当する現金の納付を受け、申告書に納税済印を押

すことによつて証紙に代えることができる。

第２章第２節第３款中第６４条の次に次の１条を加える。

第６４条の２ 証紙徴収の方法によつて徴収した税額に不足額

がある場合その他知事において必要と認める場合の徴収は

、前条の規定にかかわらず、普通徴収の方法による。

２ 前項の規定によつて徴収する狩猟税の納期は、随時とす

る。

第７６条の見出し中「狩猟者登録税及び入猟税」を「狩猟税

」に改める。

第８０条第３項中「身体障害者、」を「身体障害者等、」に

改める。

附則第５条第１項中「３６万円」を「３５万円」に改める。

附則第７条の３中「特定配当等」の下に「（租税特別措置

法第４条の２第９項及び第４条の３第１０項の規定の適用を受

けるものを除く。）」を加える。

附則第１０条第３項中「平成１５年１２月３１日」を「平成２０年１２

月３１日」に改める。

附則第１２条第１項中「前年中の」の下に「法附則第３４条第

２項に規定する長期譲渡所得の金額に対し、」を加え、「１

００分の２」を「１００分の１．６」に改める。

附則第１３条第１項中「平成１６年度」を「平成２１年度」に改

め、同項第１号中「４，０００万円」を「２，０００万円」に、「１

００分の１．６」を「１００分の１．３」に改め、同項第２号中「が

４，０００万円」を「が２，０００万円」に改め、同号アを次のよう

に改める。

ア ２６万円

附則第１３条第１項第２号イ中「４，０００万円」を「２，０００万

円」に、「１００分の２」を「１００分の１．６」に改め、同条第

２項中「平成１６年度」を「平成２１年度」に改め、同条第３項

中「租税特別措置法第３４条の２第２項第３号に掲げる場合に

該当することとなつた土地等につき同条第１項」を「、その

有する土地等につき、租税特別措置法第３３条から第３３条の４

まで、第３４条から第３５条まで、第３６条の２、第３６条の５から

第３７条まで、第３７条の４から第３７条の７まで、第３７条の９の

２又は第３７条の９の３」に改める。

附則第１５条を次のように改める。

（短期譲渡所得に係る県民税の課税の特例）

第１５条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別

措置法第３２条第１項に規定する譲渡所得（同条第２項に規

定する譲渡による所得を含む。）を有する場合には、当該

譲渡所得については、第１２条及び第１３条の規定にかかわら

ず、他の所得と区分し、前年中の法附則第３５条第２項に規

定する短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額

（法附則第３５条第１項、第２項及び第４項の規定により計

算した金額とする。）の１００分の３に相当する金額に相当

する県民税の所得割を課する。

２ 前項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲

渡が租税特別措置法第２８条の４第３項第１号から第３号ま

でに掲げる譲渡に該当することにつき地方税法施行規則で

定めるところにより証明がされたものに係る前項の規定の

適用については、同項中「１００分の３」とあるのは、「１

００分の１．６」とする。

３ 附則第１２条第２項の規定は、第１項の規定の適用がある

場合について準用する。この場合において、同条第２項中

「附則第１２条第１項」とあるのは「附則第１５条第１項」と

、「課税長期譲渡所得金額」とあるのは「課税短期譲渡所

得金額」と、「法附則第３４条第１項」とあるのは「法附則

第３５条第１項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「

短期譲渡所得の金額」と、「法附則第３４条第４項」とある

のは「法附則第３５条第５項」と読み替えるものとする。

附則第１６条第１項中「並びに次条第１項及び第２項」を「

及び次条第１項」に、「１００分の２」を「１００分の１．６」に

改める。

附則第１６条の２第１項中「県民税の所得割の納税義務者」

を「平成１６年度から平成２０年度までの各年度分の個人の県民

税に限り、所得割の納税義務者」に改め、「及び次項」及び

「（次項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と

いう。）」を削り、「１００分の１．６」を「１００分の１」に改

め、同条第２項を次のように改め、同条第３項を削る。

２ 前項の規定の適用がある場合における前条第２項の規定

の適用については、同項第１号中「これらの規定」とある

のは「第１５条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第１６条第１項（附則第１６条の２第１項の規定により

適用される場合を含む。以下同じ。）の規定による県民税

の所得割の額」と、第１６条及び附則第７条第１項」と、同

項第２号中「同条第１項」とあるのは「同条第１項（法附

則第３５条の２の２第５項において準用する同条第１項の規

定により適用される場合を含む。以下同じ。）」とする。

附則第１８条の次に次の１条を加える。

（旧特定目的会社に係る事業税の課税の特例）

第１８条の２ 第１８条第１項第１号イの規定の適用については

、当分の間、同号イ中「特定目的会社」とあるのは、「特

定目的会社（特定目的会社による特定資産の流動化に関す

る法律等の一部を改正する法律（平成１２年法律第９７号）附

則第２条第１項本文に規定する旧特定目的会社を含む。）

」とする。

附則第１９条の４中「都市基盤整備公団」を「独立行政法人

都市再生機構」に、「平成１６年３月３１日」を「平成１８年３月

３１日」に改める。

附則第２３条第１項中「次項」の下に「及び第３項」を加え

、同項に次の２号を加える。

� 平成６年３月３１日（ガソリン又は液化石油ガスを内燃

機関の燃料として用いる自動車にあつては、平成４年３

月３１日）までに新車新規登録を受けた自動車（前３号の

規定の適用を受ける自動車を除く。） 平成１７年度

� 平成７年３月３１日（ガソリン又は液化石油ガスを内燃

機関の燃料として用いる自動車にあつては、平成５年３

月３１日）までに新車新規登録を受けた自動車（前各号の

規定の適用を受ける自動車を除く。） 平成１８年度

附則第２３条第２項中「エネルギー消費効率」の下に「（次

項において「エネルギー消費効率」という。）」を加え、「

及び第４項において「低燃費車」を「から第６項までにおい
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て「低燃費車」に、「及び第４項において「窒素酸化物排出

許容限度」を「、第４項及び第６項において「窒素酸化物排

出許容限度」に改め、同条第４項中「前項」を「第４項」に

改め、同項を同条第６項とし、同条第３項を同条第４項とし

、同項の次に次の１項を加える。

５ 低燃費車のうち窒素酸化物の排出量が低窒素酸化物排出

許容限度の４分の１を超えない自動車で地方税法施行規則

で定めるもの（第３項の規定の適用を受ける自動車を除く

。）及び優良低燃費車のうち窒素酸化物の排出量が低窒素

酸化物排出許容限度の２分の１を超えない自動車で同省令

で定めるもの（同項の規定の適用を受ける自動車を除く。

）に対する第４３条第１項及び第２項の規定の適用について

は、当該自動車が平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日

までの間に新車新規登録を受けた場合にあつては平成１７年

度分の自動車税に限り、当該自動車が平成１７年４月１日か

ら平成１８年３月３１日までの間に新車新規登録を受けた場合

にあつては平成１８年度分の自動車税に限り、前項の表の左

欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄

に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

附則第２３条第２項の次に次の１項を加える。

３ 低燃費車でエネルギー消費効率が優れたものとして令で

定めるもの（第５項において「優良低燃費車」という。）

のうち、窒素酸化物の排出量が、窒素酸化物排出許容限度

よりも厳しいものとして地方税法施行規則で定める許容限

度（第５項において「低窒素酸化物排出許容限度」という

。）の４分の１を超えない自動車で同省令で定めるもの及

び電気自動車等に対する第４３条第１項及び第２項の規定の

適用については、当該自動車が平成１６年４月１日から平成

１７年３月３１日までの間に新車新規登録を受けた場合にあつ

ては平成１７年度分の自動車税に限り、当該自動車が平成１７

年４月１日から平成１８年３月３１日までの間に新車新規登録

を受けた場合にあつては平成１８年度分の自動車税に限り、

前項の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は

、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとす

る。

附則第２４条第３項中「の取得」の下に「（前項の規定の適

用がある場合の自動車の取得を除く。）」を加え、同条第４

項及び第５項を次のように改める。

４ 道路運送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日以

降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガス

に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準

（以下この項から第６項までにおいて「排出ガス保安基準

」という。）に適合する自動車で令で定めるものの取得（

前項又は法附則第３２条第６項若しくは第７項の規定の適用

がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動

車取得税の税率は、当該取得が平成１６年４月１日から平成

１７年９月３０日までの間に行われたときに限り、第５９条の４

及び第１項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項

の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条

又は第１項に定める率から、次の各号に掲げる自動車の区

分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ控除した率とする

。

� バス、トラックその他の地方税法施行規則で定める自

動車 １００分の２

� 前号に掲げる自動車以外の自動車 １００分の１

５ 道路運送車両法第４１条の規定により平成１５年１０月１日以

降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基

準に適合する自動車又は同条の規定により平成１６年１０月１

日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保

安基準に適合する自動車のうち、粒子状物質の排出量が地

方税法施行規則で定める許容限度の４分の１を超えない自

動車で同省令で定めるものの取得（前２項又は法附則第３２

条第６項若しくは第７項の規定の適用がある場合の自動車

の取得を除く。）に対して課する自動車取得税の税率は、

当該取得が平成１５年４月１日から平成１７年３月３１日までの

間に行われたときに限り、第５９条の４及び第１項の規定に

かかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がない

ものとした場合に適用されるべき同条又は第１項に定める

率から１００分の１．５を控除した率とする。

附則第２４条第６項中「第３項、第４項又は法附則第３２条第

７項」を「前３項又は法附則第３２条第６項若しくは第７項」

に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１６年４月１日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す

る。

� 第４条第１項第１２号及び第６０条第４項の改正規定並び

に第６０条の２の次に１条を加える改正規定並びに附則第

１５項の規定 平成１６年６月１日

� 第１９条第２項の改正規定及び附則第１９条の４の改正規

定（「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機

構」に改める部分に限る。） 平成１６年７月１日

� 附則第２３条第１項の改正規定（同項に２号を加える部

分に限る。）及び附則第１１項の規定 平成１７年４月１日

（県民税に関する経過措置）

２ 別段の定めがあるものを除き、改正後の愛媛県県税賦課

徴収条例（以下「新条例」という。）の規定中個人の県民

税に関する部分は、平成１６年度以後の年度分の個人の県民

税について適用し、平成１５年度分までの個人の県民税につ

いては、なお従前の例による。

３ 新条例附則第１６条第１項の規定は、平成１７年度以後の年

度分の個人の県民税について適用し、平成１６年度分までの

個人の県民税については、なお従前の例による。

４ 新条例附則第７条の３の規定は、平成１６年４月１日（以

下「施行日」という。）以後に特定配当等（地方税法及び

国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一

部を改正する法律（平成１６年法律第１７号）第１条の規定に

よる改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２３条第

１項第１５号に規定する特定配当等をいう。以下この項にお

いて同じ。）に係る所得税法等の一部を改正する法律（平

成１６年法律第１４号）第７条の規定による改正後の租税特別

措置法（昭和３２年法律第２６号。以下「新租税特別措置法」

という。）第４条の２第９項及び第４条の３第１０項に規定

する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に特定配

当等に係る所得税法等の一部を改正する法律（平成１６年法

愛 媛 県 報平成１６年３月３１日 第１５４５号外１
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律第１４号）第７条の規定による改正前の租税特別措置法（

以下「旧租税特別措置法」という。）第４条の２第９項又

は第４条の３第１０項に規定する事実が生じた場合について

は、なお従前の例による。

５ 新条例附則第１２条第１項の規定は、所得割の納税義務者

が平成１６年１月１日以後に行う新租税特別措置法第３１条第

１項に規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民

税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った

旧租税特別措置法第３１条第１項に規定する土地等又は建物

等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例に

よる。

６ 新条例附則第１３条の規定は、所得割の納税義務者が平成

１６年１月１日以後に行う同条第１項に規定する優良住宅地

等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第２項に規定する

確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係

る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同

日前に行った改正前の愛媛県県税賦課徴収条例（以下「旧

条例」という。）附則第１３条第１項に規定する優良住宅地

等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第２項に規定する

確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係

る個人の県民税については、なお従前の例による。

７ 新条例附則第１５条の規定は、所得割の納税義務者が平成

１６年１月１日以後に行う新租税特別措置法第３２条第１項に

規定する土地等又は建物等の譲渡に係る個人の県民税につ

いて適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税

特別措置法第３２条第１項に規定する土地等又は建物等の譲

渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

８ 平成１７年度分の個人の県民税に限り、平成１７年１月１日

現在において、県内に住所を有することにより均等割の納

税義務を負う夫と生計を一にする妻で夫が住所を有する市

町村内に住所を有するものに係る新条例第１３条第１項の規

定の適用については、同項第１号中「１，０００円」とあるの

は、「５００円」とする。

（不動産取得税に関する経過措置）

９ 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以

後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について

適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取

得税については、なお従前の例による。

（自動車税に関する経過措置）

１０ 新条例附則第２３条第３項及び第５項の規定は、平成１７年

度以後の年度分の自動車税について適用し、平成１６年度分

までの自動車税については、なお従前の例による。

１１ 新条例附則第２３条第１項の規定は、平成１７年度以後の年

度分の自動車税について適用し、平成１６年度分までの自動

車税については、なお従前の例による。

（狩猟者登録税に関する経過措置）

１２ 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟

者登録税については、なお従前の例による。

（自動車取得税に関する経過措置）

１３ 新条例附則第２４条第３項から第６項までの規定は、施行

日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税につ

いて適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動

車取得税については、なお従前の例による。

１４ 施行日前の旧条例附則第２４条第４項及び第５項に規定す

る自動車の取得に対して課する自動車取得税については、

なお従前の例による。

（軽油引取税に関する経過措置）

１５ 新条例第４条第１項第１１号及び第６０条の２の２の規定は

、平成１６年６月１日以後に製造される軽油の販売、消費又

は譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。

（狩猟税に関する経過措置）

１６ 新条例の規定中狩猟税に関する部分は、施行日以後に狩

猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適

用する。

（入猟税に関する経過措置）

１７ 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟

税については、なお従前の例による。

（愛媛県核燃料税条例の一部改正）

１８ 愛媛県核燃料税条例（平成１５年愛媛県条例第５４号）の一

部を次のように改正する。

第１２条中「� 固定資産税」を「� 固定資産税」に、

「�の２ 核燃料税」を「�の２ 核燃料税」に改める。

規 則

�愛媛県規則第２４号
愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則を

次のように定める。

平成１６年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県県税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規

則

愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第

３８号）の一部を次のように改正する。

第１０号様式１を次のように改める。
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第１０号様式（第１条関係）

１ （通知書兼不足税額等納額告知書）事業税（法人分）、県民税（法人等分）に係る分

通 知 書 兼 不 足 税 額 等 納 額 告 知 書
所在地 平成 年 月 日

殿
愛媛県 地方局長 印

年 月 日から 事業年度分（連結事業年度分・計算期間分） 事業税 について課税標準額等次のとおり更正・決定しましたから通知します。年 月 日まで 県民税

事 業 税 県 民 税
区 分 課税標準額 税率

�
�
�

�
�
�１００ 税額 区 分 課税標準額等 税率

�
�
�

�
�
�１００ 税額

更

正

・

決

定

額

所

得

割

所 得 金 額 総 額 円

更

正

・

決

定

額

課税標準となる法人税額又は
個別帰属法人税額の総額

円

年４００万円以下の金額 円 法 人 税 割 円

年４００万円を超え年８００万円以下
の金額（年４００万円を超える金額） 税

額
控
除

外 国 税 額 控 除 額

年８００万円を超える金額 仮装経理に基づく控
除額

小 計 利子割額の控除額

軽減税率不適用法人の
金額

既還付請求利子割額が過
大である場合の納付額

付加
価値
割

付 加 価 値 額 総 額 均 等 割 月年
円

付 加 価 値 額 計

資
本
割

資本等の金額総額 申
告
又
は
修
正
申
告
済
額

法 人 税 割 円 円

資 本 等 の 金 額 税
額
控
除

外 国 税 額 控 除 額

収
入
割

収 入 金 額 総 額 仮装経理に基づく控
除額

収 入 金 額 利子割額の控除額

小 計 均 等 割 月年
円

仮装経理に基づく控除額 計

合 計 差 引 不 足 税 額 円

申告又は修正申告済額 円

利
子
割
額
等

区 分 更正・決定額 申告又は修正申告済額

内
訳

所 得 割 円 付加価値割 円 利 子 割 額 円 円

資 本 割 収 入 割 控 除 し た 額

差 引 不 足 税 額 円

控除しきれなかった額

内
訳

所 得 割 円 付加価値割 円

資 本 割 収 入 割 差 引 還 付 す べ き 額

加

算

金

額

区 分 基 準 額 乗率
�
�
�

�
�
�１００ 金 額 延 滞 金 の 控 除 期 間

円 円 事業税 年 月 日から 年 月 日まで

過 少 ・ 不 申 告 加 算 金 県民税 年 月 日から 年 月 日まで

計

納
付
の

・指定金融機関

・指定代理金融機関

・収納代理金融機関

・郵便局

・地方局

重 加 算 金

適 用 条 項
過少 ・ 不 申 告 加 算 金

重 加 算 金

上記の不足税額及び加算金額に延滞金を加算して 年 月 日までに納付し
てください。なお、延滞金は、不足税額が２，０００円以上であるものについて、 年
月 日から納付の日までの期間（事業税のうち 円及び県民税のうち 円につ
いては、上記延滞金の控除期間を除く。）の日数に応じ、当該不足税額（１，０００円未
満の端数は、切り捨てる。）に対し年１４．６パーセント（ 年 月 日から 年
月 日までの期間については年 パーセント、 年 月 日から 年 月
日までの期間については年 パーセント）の割合で計算してください。計算して得た
額に１００円未満の端数がある場合又は全額が１，０００円未満である場合は、これを切り
捨ててください。

場
所

注意 更正、決定又は納額告知について不服があるときは、この通知及び告知を受けた日の翌日から起算して６０日以内に知事に審査の請求をすることができます。

備考１ 「
年 月 日から

の事業年度分（連結事業年度分・計算期間分）」とあるのは、清算所得分にあつては、「清算所得分」と記載すること。年 月 日まで
２ 年１４．６パーセントの割合となる場合を除き、延滞金の割合の変更が２回以上ある場合は、「 年 月 日から 年 月 日までの期間
については年 パーセント、 年 月 日から 年 月 日までの期間については年 パーセント」の下に「、 年 月 日から

年 月 日までの期間については年 パーセント」を適宜追加して記載すること。
３ １０月又は１１月に通知する場合において、この通知に係る納期限の翌日の属する年と当該納期限の翌日から１月を経過する日の属する年が異なる
場合は、「年 パーセント）」とあるのは、「年 パーセント（当該期間のうち、 年１月１日以後の期間については、年７．３パーセントと

年１１月３０日を経過する時における公定歩合に年４パーセントの割合を加算した割合（当該割合に０．１パーセント未満の端数があるときは、こ
れを切り捨てる。）のうちいずれか低い割合））」と記載すること。

４ 「納付の場所」欄の「指定金融機関」欄、「指定代理金融機関」欄及び「収納代理金融機関」欄は、それぞれ該当する金融機関及び取り扱う店
舗を記載すること。

５ 不要の文字は、抹消すること。
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第１０号様式２中「利子割分）及び」を「利子割、配当割及

び株式等譲渡所得割分）及び」に、「利子割分）（」を「利

子割・配当割・株式等譲渡所得割分）（」に改め、同様式６

備考２中「利子割分」を「利子割、配当割又は株式等譲渡所

得割分」に改める。

第１５号様式備考３を削る。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、愛媛県県税

賦課徴収条例施行規則第１０号様式１の改正規定は、平成１６年

４月１日から施行する。

告 示

�愛媛県告示第７０４号
次の地籍調査の成果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０

号）第１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証

したから、同条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成１６年３月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

２ 認証年月日

平成１６年３月３１日

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

新宮村 大字馬立の
一部

平成１４年度から
平成１５年度まで

新宮村の
地籍図及び地籍簿

平成１６年３月３１日 印刷
平成１６年３月３１日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円６
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